
個人情報取扱事務登録簿の登録事項一覧 総合政策部

基本的

事項

家庭生

活

社会生

活

経済活

動
要配慮

個人情報

1 総合政策課
下呂市総合教育会議運営事

務

市⾧と教育委員会が、円滑に意思疎通を図り、本市教育の課題及び

目指す姿等を共有しながら、同じ方向性のもと、連携して効果的に

教育行政を推進するため。

下呂市総合教育会議構成

員
■ □ □ □ □

2 総合政策課 下呂市地域再生計画事務

中心市街地の市有地活用を含んだ下呂市地域再生計画を進めるにあ

たり設置する下呂市地域再生協議会の運営のため、協議会委員の住

所、氏名、連絡先、任期等を把握する必要があるため。

下呂市地域再生協議会委

員
■ □ □ □ □

3 総合政策課 国勢調査事務 人口や世帯の実態を把握するための国の基幹統計調査のため。
下呂市在住者（住民票有

無問わず、外国人含む）
■ ■ ■ □ □

4 総合政策課
下呂市総合計画策定及び進

捗管理事務

下呂市総合計画審議会の運営にあたり審議会委員の住所、氏名、連

絡先、任期等を把握する必要があるため。

下呂市総合計画審議会委

員
■ □ □ □ □

5 総合政策課
統計調査事務（統計調査員

登録）

国・県が実施する統計調査を行う為に任命される、非常勤公務員の

推薦を行うため。
統計調査員 ■ □ □ □ □

6 総合政策課 統計調査事務（表彰推薦） 国・県において特に優れた経歴の統計調査員を表彰するため。 統計調査員 ■ □ ■ □ ■

7 総合政策課
下呂市男女共同参画推進事

務

下呂市男女共同参画推進懇話会の運営にあたり、懇話会委員の住

所、氏名、連絡先、任期等を把握する必要があるため。

下呂市男女共同参画推進

懇話会委員
■ □ □ □ □

8 総合政策課 人権擁護委員に関する事務
人権擁護委員の推薦にあたり、人権擁護委員の住所、氏名、連絡先

等を把握する必要があるため。
人権擁護委員 ■ □ ■ □ ■

記録項目（※２）

№ 登録課名 取扱事務の名称 取扱事務の目的
個人情報を収集する

対象者の範囲

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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9
まちづくり

政策課

高等学校等通学費等交付金

交付事務
高校生等を持つ子育て世代の経済的負担を軽減するため 申請者 ■ □ ■ □ □

10
まちづくり

政策課

都市計画区域・都市計画区

域外証明書発行事務

建築基準法に定められた、都市計画区域（用途地域、建築基準法第

42条接道種別等）、都市計画区域外（建築基準法第６条第１項第４

号区域/都計外）等の証明を行うため。

申請者 ■ □ □ □ □

11
まちづくり

政策課
下呂市都市計画審議会

市⾧の諮問に応じ、本市の都市計画に関する事項を調査審議するた

め。
下呂市都市計画審議委員 ■ □ ■ □ □

12
まちづくり

政策課

都市計画施設の区域内にお

ける建築物の許可
都市計画施設内における建築物の建築許可の審査のため。 許可申請者 ■ □ □ □ □

13 産業振興課
空き店舗等活用事業補助金

交付事務
空き店舗等活用事業補助金交付のため。 申請者 ■ □ ■ ■ □

14 産業振興課
企業立地促進及び企業支援

に関する事務
企業立地促進及び企業支援のため。

指定事業者及びその雇用

従業員
■ □ ■ ■ □

15 産業振興課 消費生活相談事務 消費者のくらしを守るための消費者に対する支援のため。 消費生活相談者 ■ ■ ■ ■ □

16 産業振興課
創業者支援事業補助金交付

事務
創業者支援事業補助金交付のため。 申請者 ■ □ ■ ■ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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17 産業振興課
小規模事業者経営改善資金

利子補給事務
小規模事業者経営改善資金利子補給金交付のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

18 産業振興課
生産性向上人材育成支援事

業補助金交付事務
人材育成支援事業補助金の交付を行うため。

申請者（事業主および対

象労働者）
■ □ ■ ■ □

19 産業振興課
特産品振興・販路拡大イベ

ント事務
地元特産品振興・販路拡大のため。 イベント出展者 ■ □ ■ ■ □

20 産業振興課
生活衛生改善貸付利子補給

事務
生活衛生改善貸付利子補給金交付のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

21 産業振興課 創業支援事業事務 創業希望者への支援のため。 創業希望登録者 ■ □ ■ ■ □

22 産業振興課 下呂市求人・雇用関連事務
下呂市が行う求人イベントにおける参加者の情報収集を行う。又、

求職者に地元就職情報を提供するため。

イベント等登録申込者及

び市内就職情報バンク登

録者

■ □ ■ □ □

23 産業振興課 小口融資利子補給事務 小口融資制度利用者の利子補給交付申請のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

24 産業振興課
中小企業信用保険法第２条

第５項第５号の認定事務

中小企業信用保険法に基づく経営安定関連保証申込にかかる認定の

ため。
認定申請者 ■ □ ■ ■ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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25 産業振興課
中小企業経営安定資金融資

事務
中小企業経営安定資金融資申込者の審査のため。 融資申込者 ■ □ ■ ■ □

26 産業振興課
中小企業経営安定資金融資

保証料補給事務
中小企業経営安定資金融資申込者の保証料補給交付のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

27 産業振興課 勤労者住宅資金融資事務
勤労者に対し住宅資金を融資することにより、生活の改善向上と定

着の促進を図るため。
融資申請者 ■ □ □ ■ □

28 産業振興課 小口融資保証料補給事務 小口融資利用者の保証料補給交付申請のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

29 産業振興課 勤労者生活資金融資事務
勤労者に対し生活安定資金を融資することにより、勤労者の生活と

福祉の向上を図るため。
融資申請者 ■ □ □ ■ □

30 産業振興課 小口融資事務 小口融資申込にかかる審査のため。 融資申込者 ■ □ ■ ■ □

31 産業振興課
中小企業経営安定資金融資

利子補給事務
中小企業経営安定資金融資申込者の利子補給交付のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

32 産業振興課 表彰に関する事務 商工振興等の功労者を表彰するため。
被表彰者及び被表彰者候

補
■ □ ■ □ ■

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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33 産業振興課 雇用促進奨励金交付事務 雇用促進奨励金交付のため。
対象事業者及び対象労働

者
■ □ ■ ■ ■

34 産業振興課
障がい者いきいき就労支援

事業奨励金交付事務
障がい者雇用を勧める事業所に対して、奨励金を交付するため。

障がい者を雇用する個人

事業者又は法人事業者
■ □ ■ ■ □

35 産業振興課
転職者等事業所訪問補助金

交付事務

東京圏から市内に移住・就業する転職者に移住支援補助金を交付す

るため。
転職者 ■ □ □ ■ □

36 産業振興課
緊急支援融資保証料補給事

務
緊急支援資金融資利用者の保証料補給交付申請のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

37 産業振興課 緊急支援融資利子補給事務 緊急支援資金融資利用者の利子補給交付申請のため。 申請者 ■ □ □ ■ □

38 産業振興課
中小企業信用保険法第２条

第５項第４号の認定事務

中小企業信用保険法に基づく経営安定関連保証申込にかかる認定の

ため。
認定申請者 ■ □ ■ ■ □

39 産業振興課
中小企業信用保険法第２条

第６項の認定事務

中小企業信用保険法に基づく経営安定関連保証申込にかかる認定の

ため。
認定申請者 ■ □ ■ ■ □

40 産業振興課
若年者地元就職支援金交付

事務
補助金交付申請のため。 申請者 ■ □ ■ ■ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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41 産業振興課
転職者等事業所訪問補助金

交付事務
補助金交付申請のため。 申請者 ■ □ ■ ■ □

42 産業振興課
下呂市ふるさと寄付金取扱

い事務

寄付金の適正な管理と運用が図られるよう、寄付金台帳を作成する

と共に、寄付者の氏名、寄付金の使途を把握し、公表する必要があ

るため。

ふるさと寄付金寄付者 ■ □ □ □ □

43 産業振興課
コロナ対策事業追加支援補

助金交付事務

コロナによる収益の影響を受けたが事業継続する事業所を支援する

ため。
申請者 ■ □ □ ■ □

44 産業振興課 保証料補給金返還金事務
融資に係る保証料について、返礼保証料が発生した場合に、市の補

給分を返還してもらうため。
返還対象者 ■ □ □ □ □

45 産業振興課 小口融資審査委員会事務 小口融資審査委員会を開催するため。 委員 ■ □ ■ □ □

46 産業振興課 商工会活動補助金事務 商工会の活動補助金交付申請のため。 申請者 ■ □ ■ □ □

47 産業振興課
商工業活性化事業補助金事

務

商工会や発展会などが商工業活性化のために行う事業に対する補助

金交付申請のため。
申請者 ■ □ ■ □ □

48 産業振興課
中小企業持続化支援事業事

務
中小企業の持続化を支援する補助金交付申請のため。 申請者 ■ □ ■ ■ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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49 産業振興課 追加支援事業事務 追加支援補助金を支給するため。 申請者 ■ □ ■ ■ □

50 産業振興課
下呂市ふるさと寄付金取扱

い事務

寄附金控除の関係でワンストップ特例制度の申請書を受け付け処理

するため
ふるさと寄付金寄付者 ■ □ □ □ □

51 産業振興課
下呂市ふるさと寄付金取扱

い事務

返礼品事業者を登録するにあたり事業者情報、支払先など登録する

必要があるため
返礼品事業者 ■ □ □ □ □

52 産業振興課
中小企業等省エネ対策設備

導入補助金交付事務
補助金交付申請のため。 申請者 ■ □ ■ ■ □

53 地域創生課
下呂市U・Ｉ・Ｊターン促

進家賃助成事業補助金事務
下呂市内への移住を促進し地域の活性化を図るため。 補助金申請者 ■ ■ ■ ■ □

54 地域創生課
下呂市移住促進住宅購入費

等助成事業補助金事務
下呂市内への移住を促進し地域の活性化を図るため。 補助金申請者 ■ ■ ■ ■ □

55 地域創生課 移住相談に関する事務
下呂市に移住したい方の相談を受け、住居や生活や身体の状況に応

じた施設の紹介などを行うため。
相談者 ■ ■ ■ ■ ■

56 地域創生課 多文化共生推進事業事務 多文化共生推進事業に関する事務のため 市内在住外国人 ■ □ ■ □ ■

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。
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57 地域創生課
下呂市Ｕターンおかえり奨

励金事務
下呂市内へのＵターンを促進し地域の活性化を図るため。 補助金申請者 ■ □ ■ ■ □

58 地域創生課 結婚支援事務 結婚相談員の管理に必要なため。
結婚相談員、婚活サポー

ター
■ □ □ □ □

59 地域創生課
結婚新生活支援補助金事業

に関する事務
結婚生活支援補助金の交付について適切な運用を行うため 申請者及びその配偶者 ■ ■ ■ ■ □

60 □ □ □ □ □

61 □ □ □ □ □

62 □ □ □ □ □

63 □ □ □ □ □

64 □ □ □ □ □

※１ 「■」は当該事項に該当することを、「□」は当該事項に該当しないことを示します。

※２ 記録項目の各項目における内容は市ホームページで確認することができます。

※３ この一覧はあくまで概要です。登録内容の詳細は担当課もしくは総務課までお問い合わせください。


